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会議の概要

西山委員長が開会を宣告。議長発言の後、直ちに会議に入り、会議録署名者に久保委員、

上村委員の両委員を指名決定した。

始めに「本日の議事日程について」を議題とし、中村議会事務局長から別紙のとおり議

事日程の変更について説明があり、諮ったところ、事務局説明のとおり決定した。

次に「一般質問の発言順について」を議題とし、中村議会事務局長から別紙のとおり一

般質問について６名から通告があり、配付した「一般質問事項」は通告順に記載してある

ことが説明され、件数の配分も含め、３日間の議事の運営について協議をし、まず発言順

について諮ったところ、事務局説明及び配付の「質疑・一般質問事項」のとおり決定し、

続いて、３日間の議事の運営については各日の件数、時間配分なども含めた一切を議長に

委ねることを諮ったところ、全員異議なくその旨を決定した。

次に、「伊勢市議会委員会条例の一部改正について」を議題とし、中村議会事務局長か

ら別紙のとおり説明があり、諮ったところ、本会議最終日の議会運営委員会で再度協議す

ることと決定し、委員会を閉会した。

上記署名する。

令和４年２月28日

委 員 長

委 員

委 員
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議会運営委員会 局長 説明文（令和４年２月28日）

【本日の議事日程について】

それでは、議長に代わりまして御説明いたします。

「議案第35号 伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」につきまして、

当局から、資料１のとおり訂正をしたい旨の申出がありました。

会議の議題となった議案を訂正しようとするときは、会議規則第19条第１項の規定によ

り議会の承認が必要となりますので、お手元の日程案のとおり本日、日程第１で議案の訂

正を即決いただきます。

日程第２以降、そのあとの日程につきましては、日程順序を１つずつ繰り下げるほかは

さきにお決めいただいたとおりでございます。

以上のとおり日程案を作成いたしましたので、よろしく御審査のほどお願い申し上げま

す。

【一般質問の発言順について】

それでは、議長に代わりまして御説明申し上げます。

質疑・一般質問の通告につきましては、２月24日木曜日正午に締め切らせていただきま

したが、お手元に配付いたしました「一般質問事項」に記載のとおり６名の方から一般質

問の通告がございました。

資料の「一般質問事項」は通告の順に記載してございますが、発言の順番につきまして

御協議の上、御決定いただきたいと思います。

また、一般質問を行う日程として、本日から３月２日水曜日までの３日間を充てており

ますが、件数の配分も含め、３日間の一般質問に係る議事の運営をどうするかにつきまし

ても併せて御協議いただきたいと思います。

なお、本日は散会後に「予算特別委員会」をお開きいただくことといたしておりますの

で、このこともご配慮いただいて御協議をお願いいたします。

【伊勢市議会委員会条例の一部改正について】

それでは、「伊勢市議会委員会条例の一部改正について」を御説明いたします。

この件については、２月 14 日の議会運営委員会で説明させていただきましたとおり令

和４年４月１日に予定しております当局の機構改革、国体推進局の廃止に対応するため、

条例を改正するものでございます。

資料２の裏面、新旧対照表を御覧ください。第２条第２項、産業建設委員会ですが、

「国体推進局」を削除いたします。改正箇所は以上でございます。

委員会条例の改正案につきまして、今回持ち帰って御検討いただき、３月定例会最終日

の議会運営委員会で改正内容及び提出者の御決定をいただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。


